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はじめに
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みなさんは自分が住んでいる地域の

町内会・自治会が分かりますか？

https://1.bp.blogspot.com/-eMLID2dYzwM/VwIgW_nlilI/AAAAAAAA5bY/-osLYuNceb4GArB0E5Cl1D4oYMVDNVKIw/s800/question_head_boy.png


はじめに
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みなさんは自分が住んでいる地区が

どのコミュニティ地区に該当するか
分かりますか？

仁王 桜城 上田 緑が丘 松園 青山 みたけ 北厨川

西厨川 土淵 東厨川 城南 山岸 加賀野 杜陵 大慈寺

上米内 仙北 本宮 太田 つなぎ 中野 簗川

【市内30のコミュニティ地区一覧】

見前 飯岡 乙部

好摩 巻堀・姫神 渋民 玉山・薮川

○盛岡地域（23地区）

○都南地域（３地区）

○玉山地域（４地区）

https://4.bp.blogspot.com/-6Z_bn3OBtt8/XAnvVYu5lsI/AAAAAAABQnQ/-Tv5U4Hbxt44cIRVfhFRJZrQ5qgNLgsowCLcBGAs/s800/business_woman3_1_question.png


第一章 町内会・自治会とは
■町内会・自治会の定義
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町または字の区域その他市町村内の一定の区域に
住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体。

区域の住民相互の連絡，環境の整備，集会施設の
維持管理等，良好な地域社会の維持及び形成に資す
る地域的な共同活動を行っている。

盛岡市内には，現在381の町内会・自治会が組織され，

それぞれの地域で活動を行っています。

※盛岡市では，「町内会」と「自治会」で明確な差はない
ものとしています。

総務省ホームページより



第一章 町内会・自治会とは
■活動内容
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住民相互の
連絡，調整

環境美化活動

交通安全や
防犯活動の推進

防災，防火

街路灯の
維持，管理

レクリエーション
活動

市に対する
要望等

町内会



第一章 町内会・自治会とは
■活動内容
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ごみ集積場所の設置や管理（清掃など），
地域での清掃活動など，きれいで住みよい
まちづくりに取り組んでいます。

環境美化活動

回覧板，各種団体との連絡調整，福祉ボラ
ンティア活動などを行っています。

住民相互の連絡，調整



第一章 町内会・自治会とは
■活動内容
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夏祭りや運動会，敬老会，新年会など，地
域内の親睦を深める活動に取り組んでいま
す。

レクリエーション活動

街路灯の設置や維持管理などを行い，犯罪
の防止やみなさんの通行の安全確保に取り
組んでいます。

街路灯の維持，管理



第一章 町内会・自治会とは
■活動内容
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地域の防犯パトロールや，登下校時の子ど
もの見守りなどを行い，安全・安心なまち
づくりに取り組んでいます。

交通安全や防犯活動の推進

自主防災組織を結成し，火災時等の初動対
応に当たったり，防災訓練を実施し，「い
ざという時」のために備えています。

防災，防火



第一章 町内会・自治会とは
■活動内容
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まちづくり懇談会などを通じ，県や市に対
して道路整備や信号機の設置の要望を行う
など，住みよいまちづくりのために取り組
んでいます。

市に対する要望等



第一章 町内会・自治会とは
■町内会・自治会への加入
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最高裁判所が，「町内会は法律で決められた加入を強制さ
れる組織ではなく，住民の自主的な意志でつくられる任意団
体である。」との判断を下しました。

町内会・自治会への加入は任意です。

加入は，直接町内会・自治会にお問い合わせください。

また，問い合わせ先がわからない場合は，盛岡市町内会連合
会【☎623-4690】（盛岡・都南地域）または盛岡市役所玉山総
合事務所総務課【☎683-2116】（玉山地域）へお問い合わせく
ださい。



第一章 町内会・自治会とは
■町内会・自治会への加入
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企業も地域の町内会・自治会に加入できます。

企業も，その地域の町内会・自治会に加入している事例が
あります。会員として，町内会・自治会の行事などに参加し，
地域に貢献しています。

町内会・自治会からも，企業にも積極的に地域活動に参加
してほしいという声が寄せられています。

https://3.bp.blogspot.com/-VTskDt5ZKjg/VkcajSmU9BI/AAAAAAAA0c8/bhpNvsUSmmw/s800/shinsyakaijin_man2.png


地元の介護施設の協力に
より，認知症により地域を
徘徊する高齢者を発見した
場合の一連の手法を学ぶ取
り組みを実施しました。

認知症声かけ・保護訓練
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■企業の地域貢献について

地域の小学生とグルー
ジャ盛岡の交流会を開催し，
サッカー等のスポーツやお
やつを食べながら歓談する
イベントを実施しました。

グルージャ盛岡との交流会

第一章 町内会・自治会とは



町内の金融機関や飲食
店，葬祭業，医療機関な
どが協力し，子どもの見
守り活動や雪かきを実施
しました。雪かきの際に
は，事業者が所有してい
る小型除雪機を持ち寄り，
活用しました。

防犯活動等
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■企業の地域貢献について

第一章 町内会・自治会とは



第一章 町内会・自治会とは
■町内会・自治会への参加

14

会合や行事は，付近の公共施設や自治公民館などで開催
されています。

まずは，気軽に町内会・自治会が企画する
会合や行事に参加してみましょう！

複数回参加することで，次回の参加も期待
され，働いてほしい分野が提案されます。

町内会・自治会は参加と交流があってこそ意味の
ある場です。

会合や行事のお知らせ
は，町内会・自治会の
掲示板や回覧板などで
お知らせされます。

https://2.bp.blogspot.com/-Dpl90odaVLc/WxvKMEBjOAI/AAAAAAABMnU/sEVtTKeM0mg2zVO1fVdmNSAU71_SOvGKgCLcBGAs/s800/keijiban_people.png


第一章 町内会・自治会とは
■町内会・自治会の必要性
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もしも，町内会・自治会がなくなってしまったら・・・

街路灯が少なくなっ
てしまうかも・・・

ごみ捨て場が遠くなる
かも・・・

いざという時に誰を
頼ればいいか分から
ないかも・・・

町内会・自治会はみなさんの生活に欠かせない
大切な役割を担っています！

https://4.bp.blogspot.com/-vh1s_dfZHeA/UYzZe0LJtQI/AAAAAAAAR7E/fhWESIHs4gk/s800/oosouji_gomidashi.png
https://1.bp.blogspot.com/-BSY4ezPhkrU/Xthz8tWf0QI/AAAAAAABZNE/baME_mIP0lAsh5c2TKdtYgOtJBDgEiOYQCNcBGAsYHQ/s1600/rainbow_bridge_night.png
https://2.bp.blogspot.com/-6-IeaQq_fKY/WR_LCF0JpvI/AAAAAAABEdA/S1aE5nMQb_A_15QQju_K3P9H9chuwmJvwCLcB/s800/pose_sagasu_kyorokyoro_man.png


■町内会・自治会の手引き
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市では，町内会・自治会運営を円滑に進めることができるよ
う，町内会・自治会向けの各種手引きを発行しています。

http://www.city.morioka.iwate.jp/kurashi/shiminkatsud

o/jichikai/1001907.html
市ホームページトップ＞暮らし・届け出＞市民活動

＞自治会・地縁団体＞町内会・自治会

町内会・自治会の手引き
町内会・自治会の

個人情報保護の手引き
町内会・自治会向け
補助制度の手引き

第一章 町内会・自治会とは

http://www.city.morioka.iwate.jp/kurashi/shiminkatsudo/jichikai/1001907.html


第二章 現状について

91.6% 87.5%
78.9% 78.2% 76.0% 70.6%

山形市 盛岡市 秋田市 仙台市 福島市 青森市

年度 H28 H29 H30 R01

加入率 87.6％ 87.6％ 87.8％ 87.5％

【盛岡市の加入率の推移】
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■町内会・自治会の加入率

【町内会・自治会加入率（東北の県庁所在地）】



第二章 現状について
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■町内会・自治会の会費
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～2,999円 3,000円～4,999円 5,000円～9,999円 10,000円～14,999円 15,000円～

最高金額は
27,600円

令和元年度町内会・自治会総会資料より

年会費の平均額は約6,000円です。

最低金額は
1,200円

会費の金額は，
各町内会・自治会に
委ねられています。

https://3.bp.blogspot.com/-Ka_YaLHRfy0/XAnvT-ACxoI/AAAAAAABQnA/4zmOcON6iLI-acq51kPZqASi3ZWnPa3YQCLcBGAs/s800/business_woman2_1_idea.png


第二章 現状について
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■会費の使い道

・会議費
・役員手当 等

会の運営費

・地区福祉推進会
・町内会連合会 等

各種負担金

・運動会
・夏祭り
・敬老会 等

行事開催経費

・ごみ集積場所の設置，管理
・街路灯の設置，管理 等

事業費

・光熱水費
・修繕費 等

自治公民館管理費

https://1.bp.blogspot.com/-KTQDWQuy8Bo/Xexqth8dVhI/AAAAAAABWiI/0StlM2RTyEUf_umWKZ7vs8d2zXrkft0SwCNcBGAsYHQ/s1600/medical_jijo_group_serious.png


第二章 現状について
■町内会・自治会アンケート結果

項目 回答数 割合

役員の後継者探し，後継者育成 147 51.0

市からの町内会長あて文書や回覧文書
の多さ

43 14.9

会議の多さ 22 7.6
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町内会・自治会アンケート結果（R1.11.8～R1.12.25）

【役員として最も負担を感じること（上位３項目）】

https://1.bp.blogspot.com/-e5OUtIS7-gc/WcB5sUDJ9xI/AAAAAAABG1s/JPB7b7D0MmIQ3JDl8iPW7D-W2NW8ZaZTQCLcBGAs/s800/kaigi_shifuku_brainstorming2.png


 役員のなり手がなく，現在の役員が再任となってい

る。また，役員を兼任している場合もある。

 役員が高齢化している。

 企業にボランティア休暇制度の創設を働きかけ，若

者が地域に貢献しやすい環境を整えてほしい。

 マンション・アパート住民との関係性が希薄化して

おり，後継者探しの難航に拍車がかかる。
21

■役員の後継者不足について

町内会・自治会との意見交換会（R1.9.25～R1.10.2）・盛岡市町内会連合会との意見交換会より（R2.8.29）

第二章 現状について

【町内会・自治会役員の声】
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■役員の後継者不足について

第二章 現状について

【町内会・自治会長の年齢】

3 2 3
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無回答 30歳代 40歳代 50歳代 60歳代 70歳代 80歳代

【もりおかNPO連絡協議会実施】 町内会・自治会アンケート結果より（H29.11）
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■役員の後継者不足について

市民アンケートより（R1.8実施）

第二章 現状について

【地域活動団体※の活動への参加頻度】

※地域活動団体

町内会・自治会
子ども会
老人クラブ
地区福祉推進会
地区自治公民館連
絡協議会
まちづくり団体

など

住民によって組織
された団体



 文書の量が多いので，担当部長に振り分

けて処理している。

 文書の量が多いと思うが，電子メールで

送られてもパソコンを扱える役員がいな

いため，従来通り紙媒体で送付してほし

い。
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■市からの文書の多さについて

第二章 現状について

【町内会・自治会役員の声】

町内会・自治会との意見交換会より（R1.9.25～R1.10.2）



 会議が多いため，全てに出席していると

身体が足りない。

 現在は，平日の日中に開催される場合が

多い。会社勤めの方も役員になり，会議

に出席できるよう，平日の夜間や土日に

開催してほしい。
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■会議の多さについて

第二章 現状について

【町内会・自治会役員の声】

町内会・自治会との意見交換会より（R1.9.25～R1.10.2）



第三章 課題について
■地域から指摘された課題

①活動担い手の不足

②活動者の負担の偏り
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活動の参加者が会員の一部で固定化してしまっている。
若者の参加が少ない。

役員（特にも会長職）が忙しいことから，会社勤めの方の役員登
用が難しい。

イベント等の開催を役員中心で実施しているため，役員への負担
が大きくなっている。

https://1.bp.blogspot.com/-vs1QtD2GzPY/Wp94VCO_2kI/AAAAAAABKss/96RjPXt7WeYAubghUgDMiixSwnLHBeMXQCLcBGAs/s800/nimotsu_hakobu_man.png
https://1.bp.blogspot.com/-ohgZz4j_MJc/XexquOvM7PI/AAAAAAABWiM/aWZVrLIsTGMaphPPgYI0EaEKUgukKemJQCNcBGAsYHQ/s1600/medical_jijo_group_smile.png


第三章 課題について
■地域から指摘された課題

③活動資金の不足

④活動施設の不足

⑤活動情報の不足
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町内会・自治会の財政状況が厳しく，市等からの補助金に頼らざ
るを得ない状況である。

活動を実施したいが，場所がないため，会議やイベント等の実施
が難しい。

他の地区でどのような活動を実施しているのかわからない。

活動がマンネリ化しており，新しい活動を実施したいが，何をす
れば良いかわからない。

https://2.bp.blogspot.com/-9dUKu2CVEgg/VfS6KXqDqkI/AAAAAAAAxOA/N7W0ofbVlH8/s800/building_kouminkan.png
https://3.bp.blogspot.com/-3eo5JyRw930/XDXbUJzE_JI/AAAAAAABQ-4/LBiXXwM6ZkECIc9KE6ZDZXXh3NelNW8LQCLcBGAs/s800/antenna_memo_man.png


対等な立場かつ任意組織である町内会・

自治会に対し，市は活動や会費等の指導を

行っておりません。
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第四章 町内会・自治会と市の
関係性について

■市民協働とは

市民活動を行うものと市が，社会的な課題の解決
や「盛岡のまちづくり」など，共通の目的に対して
高い成果を上げるために，お互いの特性を認識し，
尊重し合いながら，対等な立場で連携・協力し合う
こと。

盛岡市市民協働推進指針より

https://2.bp.blogspot.com/-gQ2x6ltV_6A/Us_NWtVEIbI/AAAAAAAAdHw/Sdm6-01JYRI/s800/akusyu_man_ojisan.png


■市民協働とは

市民が独自に

行う領域

・近所の環境美
化

・町内会の運動
会や敬老会

等

市が独自に

行う領域

・除雪

・ごみの収集

・公園の設置

・市道の整備，
管理

・上下水道の施
設整備

等
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第四章 町内会・自治会と市の
関係性について

市民活動 行政活動

市民が中心とな
り，市の協力を
得て行う領域

・自主防災活動

・街路灯の設置

・資源集団回収

等

市が中心となり，
市民の協力を得
て行う領域

・河川，水路の
維持管理

・公園管理

・コミュニティ
センター管理

・各種イベント
の開催

等

市民協働



第四章 町内会・自治会と市の
関係性について

■市から町内会・自治会への依頼事項
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・市の文書の回覧

・市道等の除雪

（市の除雪車が入れないような細い道）

・公園・街路樹の維持・管理

・広報もりおかの配布

・非常勤職員（民生委員，きれいなまち推進員）等

の推薦 等



第四章 町内会・自治会と市の
関係性について

■町内会・自治会から市への要望事項
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・信号機や横断歩道の設置

・市道の整備

・公共施設の整備

・各種補助金の新設・増額

・空き家の所有者に対する適正管理の行政指導

等



■市民協働推進課の業務内容

地域活動係

・町内会・自治会長への文書
の送付（月１回）

・市からの回覧文書の送付
（月１回）

・町内会・自治会への各種補
助金等の支出

・公衆街路灯電気料の支出

・地区活動センター等の維持
管理

協働推進係

・地域づくり組織への補助金
の支出

・市民協働推進センターに関
すること

・地域担当職員

・市民に対する研修の実施

・市職員に対する研修の実施

32

第四章 町内会・自治会と市の
関係性について



コミュニティ
推進地区組織
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盛岡市市民協働推進指針

第五章 町内会・自治会協働推進計画に
ついて
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盛岡市 市民部 市民協働推進課

ご清聴ありがとうございました


